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放送コンテンツ海外展開強化事業 

 

公募要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本公募は、平成 30 年度予算成立後速やかに事業を開始できるようにするため、予

算成立前に行うものです。そのため、予算の状況によっては、今後、内容の変更が

あることをあらかじめ御承知おきください。 
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１ 事業の目的 

民間事業者等（以下、「間接補助事業者」という。）が、我が国の魅力を発信す

るコンテンツを制作し、海外において放送するとともに、連動した事業を開催し、

それらの効果を測定する事業（以下、「間接補助事業」という。）に係る費用の一

部を助成する事業について、総務省がその経費を補助することにより、訪日観光

客の増加、地域産品の販路拡大等を促進し、我が国の経済活性化を図ることを目

的とします。 

 

２ 申請に当たって 

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）、

総務省所管補助金等交付規則（平成 12 年総理府・郵政省・自治省令６号）及び情

報通信利用促進支援事業費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）のほか本公募

要領の規定に基づき実施します。 

 

３ 事業スキーム 

 

 

４ 事業の内容 

（１）補助事業の実施 
補助事業者は、要綱第 24 条第１項の規定に基づき、間接補助事業者に間接補

助金を交付するための規程を定め、公募により 20 事業程度の間接補助事業の交

付決定を行い、実施します。 
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（参考）間接補助事業の概要（予定） 

事業費規模及び補助率は以下のとおりです。 

事業費規模 

補助率 
 補助対象経費 

ア 
2,000 万 1 円以上 

4,000 万円以下 原則、１／２ 

特に高い効果が期待される 

事業の場合、定額 
イ 

1,000 万 1 円以上 

2,000 万円以下 

ウ 1,000 万円以下 

（２）事業の執行 
間接補助事業に係る費用の効率的な執行、事業の効果測定及び周知広報等、 

事業の執行を行います。 

 
５ 事業の規模 

351,184 千円（業務管理費を含みます。） 

 

６ 補助率 

定額 

 

７ 助対象経費の区分 

事業の補助対象経費の区分及び内容は、以下のとおりとします。 

（１）放送コンテンツ海外展開強化事業費 
間接補助事業の費用の一部を助成するために要する経費 

（２）業務管理費 
放送コンテンツ海外展開強化事業の執行に係る経費 
 

８ スケジュール（想定） 

事業の公募   平成 30 年３月１日～３月 22 日 

事業の採択の内示   平成 30 年３月下旬 

  交付申請書の提出   平成 30 年３月下旬 

  交付決定（補助事業の開始） 平成 30 年４月上旬 

  事業の完了   平成 31 年３月下旬 

 

９ 補助事業者の応募資格 
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（１）日本に拠点を有している法人（個人の応募は不可）であること。 
（２）事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 
（３）事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について 
    十分な管理能力を有していること。 
（４）間接補助事業の放送対象国について、過去に実施した類似の事業実施対象国

として中国、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポ

ール、タイ、台湾、ベトナムが大半であったため、これらの地域において、情

報の収集が行える現地法人又はこれに準じるものを、提案する法人等が設立し

ていることにより、海外での我が国の放送コンテンツに対する知見を有してい

ること。 
 

１０ 申請手続について 

（１）申請期間 
 平成 30 年３月１日（木）～平成 30 年３月 22 日（木）12 時必着 

（２）申請書類 
ア 公募申請書（別添の様式第１） 

イ 事業実施計画書（別添の様式第２） 

ウ 法人の概要が分かる説明資料 

エ 過去３年の決算報告書（又は収支予算） 

（３）申請の方法と提出部数 
申請書類（正本１通及び副本４通）及び申請書類の電子データを保存したＣ

Ｄ、ＤＶＤ又はＵＳＢメモリー（１部）を、申請期間内に提出してください。

提出物は、封筒に入れ、宛名面に「平成 30 年度放送コンテンツ海外展開強化事

業応募書類」と赤字で明記してください。 
 なお、申請書類の返却はいたしませんので、御了承ください。 

（４）提出先と問い合わせ先 
 〒100－8926 

 東京都千代田区霞が関２－１－２ 中央合同庁舎２号館 

総務省情報流通行政局 情報通信作品振興課 

放送コンテンツ海外流通推進室 放送コンテンツ海外展開強化事業担当 

電話：03－5253－5739 

 

１1 審査 

（１）審査 
審査は原則として応募書類に基づいて行いますが、必要に応じてヒアリング 

を実施するほか、追加資料の提出を求める場合があります。 
（２）審査基準 
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以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。 
ア ９ の応募資格を満たしているか。 

イ 提案の内容が交付の対象となりうるか。 

ウ 提案の内容が事業の目的に合致しているか。 

エ 事業の実施方法等に、成果を高めるための効果的な工夫が見られるか。 

オ 事業を円滑に執行するために、事業規模等に適した実施体制をとっている 

か。 

カ 事業の関連分野に関する十分な知見及び実績を有しているか。 

キ 事業の実施方法、実施スケジュールが現実的か。 

ク 事業を遂行するための資力、資金調達能力を有しているか。 

 

１２ その他 

（１）交付決定日以前に発生した経費は補助対象になりません。 
（２）事業への申請に当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る 

仕入控除税額を減額して交付申請しなければなりません。ただし、申請時にお

いて消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではあり

ません。 
 


